
令和６年２月９日 

教育委員会事務 局 

 

 

 

令和６年４月１日付け組織改正（案）について 

 

 

１ 基本的な考え方 

区政の重点課題・緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、

令６年４月１日付け組織改正を実施する。 

 

２ 組織図（案） 
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令和６年４月１日付け組織改正（案）

廃止前又は変更前

新設又は変更後
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所管部 改正内容

街づくり課

副参事（特命担当） 副参事（特命担当）

保健福祉センター 保健福祉センター

副参事（子ども家庭専
門指導担当）

区民課 区民課

世田谷
総合支
所

世田谷総合支所 世田谷総合支所

■令和６年度からの次期地域行政推進計画
に基づく取組みを推進するにあたり、地域
調整課を改組し、地域の行政拠点である各
総合支所が、地域ごとの特性に応じた地域
経営方針に基づき、地域経営に当たること
とする。

■児童相談所開設から4年が経過し、子ど
も家庭支援センターと児童相談所との、の
りしろ型支援による一元的運用が定着した
ことから、副参事（子ども家庭専門指導担
当）の役割が終了したため、廃止する。

副支所長 副支所長

地域振興課 地域振興課

地域調整課

街づくり課

現行組織 改正組織

生活支援課

保健福祉課

健康づくり課

子ども家庭支援課

生活支援課

保健福祉課

健康づくり課

子ども家庭支援課
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所管部 改正内容現行組織 改正組織

■事業プロセス改革を強化するため、経営
改革・官民連携担当課を官民連携・行政手
法改革担当課に改組する。

■ふるさと納税対策を強化するため、ふる
さと納税対策業務を経営改革・官民連携課
より移管し、ふるさと納税対策担当課を新
設する。

■基本計画策定の終了により、副参事（計
画担当）を廃止する。

■ファシリティマネジメント機能を強化す
るため、副参事（公共施設担当）を新設す
る。

■人材育成の取組みを強化するため、副参
事（人材育成担当）を増設する。

総務課 総務課

区政情報課 区政情報課

人事課 人事課

研修担当課 研修担当課

職員厚生課 職員厚生課

副参事（コンプライアンス
推進担当）

副参事（コンプライアンス
推進担当）

副参事（法務担当） 副参事（法務担当）

副参事（人材育成担当） 副参事（人材育成担当）（２）

総務部

総務部 総務部

副参事（領域連携担当）副参事（領域連携担当）

財政課

広報広聴課

政策経
営部

財政課

広報広聴課

政策経営部

ふるさと納税対策担当課

政策経営部

経営改革・官民連携担当課 

副参事
（区史編さん担当）

副参事（計画担当）

政策研究・調査課

政策企画課

副参事
（区史編さん担当）

副参事（公共施設担当）

政策企画課

官民連携・行政手法改革担
当課

政策研究・調査課
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所管部 改正内容現行組織 改正組織

商業課

経済課

拠点スポーツ施設整備担当課　

経済産業部

スポーツ推進部

■今後予定されている拠点スポーツ施設整
備に対応する体制を整備する必要があるた
め、拠点スポーツ施設整備担当課を新設す
る。

経済産業担当参事

■産業ビジョンを見直し、地域経済を大局
的にとらえた総合的な地域経済産業政策を
実行していく必要があることから、地域経
済分析や広報活動の強化、産業間の価値を
高める連携促進や多様な支援策の展開を行
うとともに、産業活性化拠点（旧池尻中跡
地）とも連携した総合的な取組を展開・実
施できる体制を整備するため、経済産業担
当参事及び副参事（経済政策担当）を廃止
し、その役割を産業連携交流推進課へ移管
した上で経済課に改組する。

スポーツ施設課

工業・ものづくり・雇用促進課

商業課

産業連携交流推進課

スポーツ推進部

スポーツ推進課 スポーツ推進課

経済産業部

スポーツ施設課

スポー
ツ推進
部

都市農業課

副参事（経済政策担当）

経済産
業部

消費生活課

工業・ものづくり・雇用促進課

都市農業課

消費生活課

5



所管部 改正内容現行組織 改正組織

■障害者の地域移行に関する課題への対応
や障害者施設の今後のあり方の検討、障害
児者施設の計画的な整備、業務のデジタル
化など部内横断的に障害施策を推進するた
め、副参事（情報化推進・施設整備担当）
を新設する。

■新型コロナウイルス感染症の感染症法上
の類型見直しに伴い、新型コロナウイルス
感染症対策にかかる各種調整が終了したこ
とを踏まえ、保健・医療・福祉の領域内横
断的な政策課題に対する保健福祉政策部内
の体制を元に戻すため、次長を廃止する。

保健福祉政策課

保険料収納課

生活福祉課 生活福祉課

国保・年金課 国保・年金課

保健医療福祉推進課

次長

障害福
祉部

障害福祉部 障害福祉部

保健福
祉政策
部

副参事（保育の質向上担
当）（２）

副参事（保育の質向上担
当）（２）

副参事（児童相談所・子ども家
庭支援連携担当）（５）

副参事（乳幼児教育・保育
支援担当）

保育課

保育認定・調整課

副参事（児童施策推進担当）

子ども・若者支援課

障害保健福祉課

副参事（情報化推進・施設
整備担当）

障害施策推進課

副参事（児童施策推進担当）

児童課

子ども家庭課

児童相談支援課

児童課

保育課

障害者地域生活課

副参事
（子ども家庭専門指導担当）

保育認定・調整課

児童相
談所

児童相談支援課

子ども・若者支援課

一時保護課

副参事（人材育成担当）

一時保護課

児童相談所

児童相談課（副所長）

子ど
も・若
者部

障害保健福祉課

保健福祉政策部保健福祉政策部

保健福祉政策課

保険料収納課

障害者地域生活課

保健医療福祉推進課

障害施策推進課

児童相談所

子ども・若者部 子ども・若者部

副参事（乳幼児教育・保育
支援担当）

子ども家庭課

副所長

副参事（児童相談所・子ども家
庭支援連携担当）（５）

■児童相談所開設から4年が経過し、子ど
も家庭支援センターと児童相談所との、の
りしろ型支援による一元的運用が定着した
ことから、副参事（子ども家庭専門指導担
当）の役割が終了したため、廃止する。

■区民や他自治体、関係機関等にとって、
より分かりやすい組織とするため、副所長
を児童相談課（副所長）に改組する。

■職員の人材育成の仕組みが一定程度構築
でき、今後は児童相談課及び子ども・若者
部児童相談支援課が連携して行うことか
ら、副参事（人材育成担当）を廃止する。
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所管部 改正内容現行組織 改正組織

健康推進課

世田谷保健所

副所長

世田谷保健所

副所長

健康企画課

健康推進課

感染症対策課

副参事（健康危機管理担当）

北沢保健相談課

生活保健課

烏山保健相談課

■令和６年度からの新型コロナウイルスワ
クチンの定期接種化に伴い、 住民接種担
当課を廃止する。

■新型コロナウイルス感染症の経験を踏ま
えた健康危機管理に関する各種計画の改定
作業に取り組むとともに、災害時医療体制
の整備や各種予防接種の体制整備、熱中症
予防など幅広く健康危機に備えた体制整備
に取り組むことから、副参事（感染症危機
管理担当）を副参事（健康危機管理担当）
へ改称する。

副参事（保健師統括担当）

玉川保健相談課

世田谷保健相談課

副参事（保健師統括担当）

住民接種担当課

烏山保健相談課

健康企画課

砧保健相談課

感染症対策課

副参事（感染症危機管理担当）

世田谷
保健所

世田谷保健相談課

生活保健課

北沢保健相談課

玉川保健相談課

砧保健相談課
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所管部 改正内容現行組織 改正組織

■住宅施策全般の推進体制の強化を図ると
ともに、区営住宅等の建替え再編に係る検
討及び調整に対応し、居住支援課を含めた
業務の効率化を行うため、住宅管理課を住
宅課へ改称する。

都市整備政策部

建築安全課

居住支援課

都市デザイン課

住宅課

居住支援課

副参事（領域連携担当）（２）

都市計画課

住宅管理課

建築審査課

副参事（領域連携担当）（２）

都市整備政策部

防災街づくり課

都市計画課

住宅課

建築安全課

都市整備政策部

防災街づくり担当部

建築調整課

建築審査課

住宅管理課

みどり
３３推
進担当
部

防災街づくり担当部

都市デザイン課

都市計画課

公園緑地課

副参事（公園整備利活用担当）

みどり政策課

みどり３３推進担当部

都市デザイン課

市街地整備課

居住支援課

都市整
備政策
部

都市整
備政策
部

防災街
づくり
担当部

■全庁的なDX推進の取組みを踏まえ、更な
る業務の効率化を図るとともに、窓口の集
約や諸証明書等の自動交付化など、区役所
新庁舎完成に合わせたDXの推進を領域全体
で進めるため、副参事（特命担当）を新設
する。

■盛土規制法改正に係る業務の効率化及び
体制強化を図るため、市街地整備課を防災
街づくり担当部へ移管する。

都市計画課

建築調整課

副参事（特命担当）

都市整備政策部

居住支援課

市街地整備課

建築審査課

建築調整課 建築調整課

建築審査課

みどり政策課

防災街づくり課

市街地整備課

公園緑地課

公園整備利活用推進課

■今後予定されている大規模な公園や新設
公園等の整備や改修について着実に整備事
業を推進し、官民連携などの新たな手法を
導入し、公園の利活用に取り組む体制を整
備するため、副参事（公園整備利活用担
当）を廃止し、公園整備利活用推進課を新
設する。

みどり３３推進担当部

都市デザイン課
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所管部 改正内容現行組織 改正組織

■STEAM教育をはじめ、新たな学びの創出
や魅力ある学校づくり、地域や企業、教育
機関との連携等に関する各取組みを集約
し、90校それぞれのニーズに対応できると
ともに他課との連携した体制づくりを推進
するため、事業推進担当課を新設する。

教育委
員会事
務局

教育総合センター 教育総合センター

教育相談課 教育相談課

教育研究・ＩＣＴ推進課 教育研究・ＩＣＴ推進課

支援教育課

乳幼児教育・保育支援課 乳幼児教育・保育支援課

支援教育課

事業推進担当課
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